
認定日：平成29年11月30日

申請者 地域：石川県金沢市

醸造用ブドウ栽培による耕作放棄地の再生と都市型ワイナリーを併設した
地産地消型レストラン事業

◆ 平成２９年４月、耕作放棄地を利用したワイナリーを実現
するため、株式会社金沢ワイナリーを設立。

◆ 醸造用ブドウ栽培面積３５aを、今後、自社及びグループ
企業で４８０aに拡大予定

株式会社金沢ワイナリー

◆ 金沢中心部の町家を改装し、都市型醸造所及びレストランを建設する。
◆ 醸造所で製造したオーガニックワインも含めた自社産ワインを、国内外
の観光客及び地元住民に対し、親しみやすいカジュアルなグラスワイン
としてレストランで提供するとともに、グループ企業等へ卸売する。

◆ レストランでは、グループ企業が生産する農産物を活用したオーガニッ
ク料理・ベジタリアン料理等を提供する。

◆ 耕作放棄地を活用して醸造用ブドウを作付けし、自社及び
グループ企業が生産したブドウや連携する農業者のブドウ
を原料にワインを醸造・販売する。

◆ 醸造所にレストランを併設し、ワインや地域の農産物を中心とした
メニューを提供することにより、地域農産物の価値を高め、所得向上
及び雇用の安定と新たな雇用の創出を目指す。
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【総合化事業の目標】

【総合化事業の具体的な内容】
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https://k-wine.jp/


